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令和８年度恵庭市中小企業者等 DX 推進・労働環境改善支援事業について 
 

１．趣旨  

国の重点支援地方交付金を活用し、市内中小企業者等の生産性の向上を図るとともに、物価高騰下における事

業継続と賃上げに向けた経営体力の強化を支援することを目的として、デジタル技術を活用した業務効率化や

経営課題の解決に取り組む際のデジタルツール導入に係る費用及び従業員の労働環境の改善に資する機器導入

に係る費用を補助する。なお、国の交付金を活用する観点から、令和８年度に限り実施する。 

２．事業実施 

  事務局機能のうち、行政で行わなければならない部分を除き、恵庭商工会議所に委託して実施する。 

３．補助対象者 

  中小企業者等（その他市長がこれらに類すると認めるものを含む）に該当し、市内に本店、本社若しくは主た

る事業所がある法人又は市内に主たる事業所がある個人 

４．補助対象事業 

  市内中小企業者等の生産性の向上を目的として、デジタル技術を活用し、業務の効率化や経営課題の解決に取

り組む際のデジタルツールを導入する事業及び従業員の労働環境の改善に資する機器を導入する事業 

５．補助対象経費 

  参考資料の実施要綱を参照 

６．補助金額の計算方法 

  補助率は補助対象経費の４分の３の額（１，０００円未満切り捨て）とし、２００万円を上限とする。 

  （中小企業基本法第２条第５項の「小規模企業者」に該当する場合は、１０分の９とする。） 

中小企業者等 中小企業者（中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第 2 条第 1 項各号に定めるもの）、

事業協同組合、企業組合その他これらに類する中小企業者を構成員とする団体 

その他市長がこ

れらに類すると

認めるもの 

社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団（財団）法人、公益社団（財団）

法人、学校法人、農事組合法人、農業法人、有限責任事業組合 

中小企業者 (1) 製造業、建設業、運輸業その他の業種に属する事業 

資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が 

３００人以下の会社及び個人 

(2) 卸売業に属する事業 

資本金の額又は出資の総額が１億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が 

１００人以下の会社及び個人 

(3)  サービス業に属する事業 

資本金の額又は出資の総額が５，０００万円以下の会社並びに常時使用する従業員の

数が１００人以下の会社及び個人 

(4)  小売業に属する事業 

資本金の額又は出資の総額が５，０００万円以下の会社並びに常時使用する従業員の

数が５０人以下の会社及び個人 

(5) その他市長がこれに類すると認めるもの 

  常時使用する従業員が 300 人以下の者 
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小規模企業者 おおむね常時使用する従業員の数が２０人（商業又はサービス業に属する事業を主たる事

業として営む者については、５人）以下の事業者 

 

７．申請受付期間等 

 （申請受付）令和８年５月１日（金）から令和８年９月３０日（水）まで 

 （事業実施）交付決定を受けた日から令和８年１２月３１日（木）まで 

 （実績報告）交付決定を受けた日から令和９年１月２９日（金）まで 


